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日本年金機構からのお知らせ

●産前産後休業期間中の保険料免除と終了時報酬改定

　労働基準法にもとづく産前産後休業期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主からの申
出により被保険者分・事業主分とも徴収されません。

●育児休業等期間中の保険料免除と終了時報酬改定

　育児・介護休業法等による満３歳未満の子を養育するための育児休業等期間についても、健康保険・厚生
年金保険の保険料は、被保険者分・事業主分とも、事業主の申出により徴収されません。（平成29年１月か
ら「監護期間中の子」と「要保護児童」も対象となっています。）

　事業主が保険者等に下記の申出書等を提出して行います。保険料を徴収されない期間は、育児休業等開始
月から終了予定日の翌日の月の前月までです。（予定日前に終了した場合は、下記の届書で「終了届」を提出のこと）

　育児休業等終了日に３歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しなくても、事業主を経由
して下記の届を提出することで標準報酬月額の改定が行われます。（改定の基本的な仕組みは前述の産前産後休業終
了時改定と同じです。）

　事業主からの申出により産前産後休業期間中の保険料は、休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月ま
で徴収されません。
事業主は産前産後休業開始日以降に下記の申出書等を保険者等に提出し、その後の終了予定日変更等は「変
更（終了）届」で届出します。

　産前産後休業終了後、標準報酬月額に変動があった場合は、随時改定（２等級差）に該当しなくても、
事業主を経由して下記の届を提出することで標準報酬月額の改定が行われます。これによって実際の報酬
の変動に応じた標準報酬月額（保険料負担）となります。
　ただし、産前産後休業終了日の翌日に引き続き育児休業等を開始している場合は対象となりません。
※産前産後休業終了後の３ヵ月間の報酬月額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、４か月目から改定されます。

対象となる産前産後休業期間とは

▶▶　産前産後休業期間中は申出により保険料免除

▶　産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

▶　育児休業等期間中は申出により保険料免除

▶　育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定

届書／変更届書

届　書 「産前産後休業終了時報酬月額変更届」

届書／予定日前終了時 「育児休業等取得者申出書（新規・延長）／ 終了届」

届　書 「育児休業等終了時報酬月額変更届」

「産前産後休業取得者申出書 ／ 変更（終了）届」
▶

＊＊出産・育児に関する休業期間中の
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●養育期間の従前標準報酬月額みなし措置

　３歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額（従前標準報酬月額）を下回
る場合には、被保険者の申出にもとづき、より高い従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして
年金額を計算します。
　※保険料は実際の低い標準報酬月額により負担します。

参考　従前標準報酬月額とは、養育開始月の前月の標準報酬月額をさします。
　　　養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前１年以内の直近の被保険者であった
　　　月の標準報酬月額が従前標準報酬月額とされますが、その月前１年以内に被保険者期間がない場合
　　　は、みなし措置はうけられません。

　従前標準報酬月額みなし措置の申出は、被保険者が事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額
特例申出書」を日本年金機構仙台広域事務センターあて郵送で提出します。
なお、申出日よりも前の期間については申出日の前月までの２年間についてみなし措置が認められます。

詳しくは、下記の各年金事務所またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。

▶　従前標準報酬月額みなし措置の申出は事業主経由で申出

ご自身の年金はいつでもどこでも「ねんきんネット」で確認できます！

「ねんきんネット」は、
インターネットを通じて自身の年金の情報を
手軽に確認できるサービスです。

24時間いつでもどこでも、
パソコンやスマートフォンから
ご自身の年金情報を確認できます！

① ご自身の年金記録の確認
② 将来の年金見込額の確認
③ 電子版「ねんきん定期便」の閲覧
④ 日本年金機構から郵送された各種通知書の確認・・・など

「ねんきんネット」で出来ること

ねんきん太郎

※スマートフォン版「ねんきんネット」では、①②のみ利用可能

詳しくは「ねんきんネット」で検索 検　索
http://www.nenkin.go.jp/n_net/

ねんきんネット

「ねんきんネット」マスコット

スマートフォンはこちら！

登録の際には、基礎年金番号・メール
アドレスが必要となります。
「年金手帳」もしくは「年金証書」
をご用意ください。

お問い合わせ先
「ねんきん定期便」「ねんきんネッ
ト」に関するお問い合わせ先は下記
専用電話へ

050から始まる電話でお掛けになる
場合は、（東京）03-6700-1144

０５７０-０５８-５５５ナビダイヤル

受付時間（平成30年９月３日から）
月　曜　日：８：30～19：00
火～金曜日：８：30～17：15
第２土曜日：９：30～16：00

※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日
～１月３日はご利用いただけません。　

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開
所日初日に午後７：00まで相談をお受け
します。

保険料・標準報酬月額について＊＊
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

主催／社会保険協会本荘支部　共催／本荘地区社会保険委員会

　秋田県社会保険協会本荘支部では、本年度の健康づくり事業の一環として本荘地区社会保険委
員会との共催のもと、次のとおりレクリエーションパークゴルフ大会を開催します。
・社会保険協会本荘支部の会員事業所の皆様には、参加申込案内を同封しております。
・他支部の会員事業所からの参加も歓迎いたしますのでご連絡ください。

　　●日　　時 平成30年９月29日（土）受付開始12時30分
　　●会　　場 八塩いこいの森パークゴルフ場（由利本荘市東由利田代字深山地内）
　　●申込方法 同封の大会参加申込書により、平成30年９月14日（金）までにFAXまたは郵
　　　　　　　　送で、一般財団法人秋田県社会保険協会あてお申込み願います。

支部からの
お知らせ レクリエーション
　　パークゴルフを開催

「年金シニアライフセミナー」開催のお知らせ「年金シニアライフセミナー」開催のお知らせ「年金シニアライフセミナー」開催のお知らせ
（本誌６－７月号でもお知らせしましたが） ５０歳以上の職員の方には必ずお知らせ〔回覧〕願います。

　定年退職後の豊かで・健康的な・生きがいのあるシニアライフをお過ごしいただくためのセミナー
を開催します。
　これまで、県内ではなかなか開催できなかった充実した内容と、中央から専門の講師を招いての開
催となりますので、この機会に是非聴講くださるようご案内いたします。社会保険委員さん、人事・
厚生担当の方、またご夫婦での参加も歓迎いたします。

年金・健康保険・生きがいづくり… 「これから」の不安の解消をお手伝いします！

詳細・申込方法は当誌６－７月号をご覧ください。
「参加申込書」も６－７月号に掲載しております。

 筆者の勤務する事業所の所在地
 誤／（秋田市） ⇒  正／（湯沢市）

・日　時　平成３０年１０月３日（水）　午後１時～４時３０分（集合・受付１２時３０分）
・場　所　秋田ビューホテル(秋田駅から徒歩５～１０分)
・参加費　会員事業所の被保険者とそのご家族は説明資料を含め全て無料です。
・申　込　定員に達するまでは受付けします。（定員になり次第締め切らせていただきます）

【内容】　①退職後（或いは年金を受給しながら働く場合）の年金制度と医療保険について
　　　　　②ライフプランと生きがい（生きがいのある生活を築くために）
　　　　　③家庭経済プラン（年金を中心とするこれからの家計プランの作成方法）
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特定保健指導について

Ｑ 　会社の総務担当のものですが、先日、協会けんぽから
当社の社員あてに「特定保健指導」実施のご案内が届き
ました。会社としても従業員の健康管理のため保健指導
を受けさせたいのですが、繁忙期にあたり日程の都合が
つきません。日程の変更はできますか。

　　　　高齢者の医療の確保に関する法律により、国
　　　から協会けんぽに対して「特定保健指導」の実
施が義務付けられています。特定保健指導は、協会け
んぽが実施する生活習慣病予防健診等の健診結果に
基づき、国が定める基準に該当し、生活習慣病の発症
リスクが高く、生活習慣の改善により予防効果が期待
される方を対象に実施しております。

　特定保健指導には、「積極的支援コース」と「動機づ
け支援コース」の２種類があり、協会けんぽの保健師・
管理栄養士が事業所を訪問して実施しています。実施
内容に違いはありますが、被保険者の方はどちらも無
料で健康相談を受けることができます。
　所要時間は一人あたり２０分程度になりますが、ご質
問のように、業務の都合上、案内日程を変更したい場
合は、ご相談いただければ変更することも可能です。

　会社にとって社員は、重要な経営資源です。社員の
健康状態の悪化は、生産性の低下を引き起こすリスク
があります。会社としても、社員の中に健診結果で検査
項目に「要治療」「要精密検査」と判断された方がいら
っしゃる場合は、放置しないで早期に医療機関を受診
されるようお勧めください。

　平成３０年度からは「特定保健指導の実施率」や「検
査結果が要治療の方の医療機関受診率」が、支部ごと
の実績に応じて健康保険料率にも反映されることにな
りました。
　会社のご都合もあるかと思いますが、社員が明るく
元気に働ける職場づくりを目指して、保健指導に対する
受け入れの調整等につきまして、ご理解とご協力をお願
いいたします。

Ａ
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「年金シニアライフセミナー」開催のお知らせ
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第178回　プール熱（咽頭結膜熱）は大人もかかります
　夏の楽しみは何と言っても水遊び。プールや海水浴が定番ですが、この時期に多いのが『プール熱
（咽頭結膜炎）』といわれる病気です。子どもに多い病気ですが、大人もかかります。プール以外でも
うつる病気ですので注意が必要です。

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

平成30年９月 平成30年10月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

一般財団法人秋田県社会保険協会
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